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 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の２第４項において準用する同法第 52 条第２

項の規定に基づき、生活保護法第 54条の２第４項において準用する同法第 52条第２項の規定に

よる介護の方針及び介護の報酬を次のように定め、平成 12年４月１日から適用する。 

１ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）

第 127 条第３項第３号に規定する利用者が選定する特別な居室の提供及び同令第 145 条第３

項第３号に規定する利用者が選定する特別な療養室等の提供は、行わない。 

２ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労働  

省令第 34 号）第 136 条第３項第３号に規定する入所者が選定する特別な居室の提供は、行わ

ない。 

３ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 39号） 

第９条第３項第３号に規定する入所者が選定する特別な居室の提供は、行わない。 

４ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 40

号）第 11条第３項第３号に規定する入所者が選定する特別な療養室の提供は、行わない。 

５ 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 30 年厚生労働省令第５号）

第 14条第３項第３号に規定する入所者が選定する特別な療養室の提供は行わない。 

６ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 35 号）第 135

条第３項第３号に規定する利用者が選定する特別な居室の提供及び同令第 190 条第３項第３

号に規定する利用者が選定する特別な療養室等の提供は、行わない。 

７ 介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 51 条の３第１項に規定する特定入所者に対しては、

同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額又は同項第２号に規定する居住費の基準費用

額を超える費用を要する食事又は居室の提供は、行わない。 

８ 介護保険法第 51 条の３第５項に基づき特定入所者介護サービス費の支給があったものとみ

なされた場合にあっては、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額又は同項第２号に規

定する居住費の負担限度額を超える額の支払を受けてはならない。 

９ 介護保険法第 61 条の３第１項に規定する特定入所者に対しては、同条第２項第１号に規定

する食費の基準費用額又は同項第２号に規定する滞在費の基準費用額を超える食事又は居室

の提供は、行わない。 

10 介護保険法第 61 条の３第５項に基づき特定入所者介護予防サービス費の支給があったもの

とみなされた場合にあっては、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額又は同項第２号

に規定する滞在費の負担限度額を超える額の支払を受けてはならない。 


